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大学共同利用機関の検証
• 「第４期中期目標期間における大学共同利用機関の在り方について（審議のまとめ）」（平成３０年１２月研究環境基盤部会）に基づき、大学共

同利用機関について、学術研究の動向に対応し、大学における学術研究の発展に寄与しているかなどを定期的に検証するために実施する。

• 大学共同利用機関は、以下の「大学共同利用機関として備えるべき要件」を踏まえ策定された「大学利用機関検証ガイドライン」に記載の、検

証の観点及び指標例に即し、適切な指標を設定し、自己検証を行う。その後、科学技術・学術審議会は、当該検証の結果について審議し、意

見を述べる。

大学共同利用機関として備えるべき要件 (Ｒ２文科省告示より）

①[運営面］開かれた運営体制の下、各研究分野における国内外の研究者コミュニティの意見を踏まえて運営されていること

②[中核拠点性］各研究分野に関わる大学や研究者コミュニティを先導し、長期的かつ多様な視点から、基盤となる学術研究や最先端の学

術研究等を行う中核的な学術研究拠点であること

③[国際性] 国際共同研究を先導するなど、各研究分野における国際的な学術研究拠点としての機能を果たしていること

④[研究資源] 最先端の大型装置や貴重な学術資料・データ等の、個々の大学では整備・運用が困難な卓越した学術研究基盤を保有・拡充

し、これらを国内外の研究者コミュニティの視点から、持続的かつ発展的に共同利用・共同研究に供していること

⑤[新分野の創出] 社会の変化や学術研究の動向に対応して、新たな学問分野の創出や展開に戦略的に取り組んでいること

⑥[人材育成] 優れた研究環境を生かし、大学院生を含む若手研究者などの人材育成やその活躍の機会の創出に貢献していること

⑦[社会との関わり] 広く成果等を発信して、社会と協働し、社会の多様な課題解決に向けて取り組んでいること

「第４期中期目標期間における大学共同利用機関の在り方について（審議のまとめ）」（平成３０年１２月研究環境基盤部会）（抄）

○国においては、「大学共同利用機関として備えるべき要件」を明らかにした上で、各大学共同利用機関について、中長期的な構想に基づく学術研究を推進する観点から、

中期目標期間の２期分に相当する１２年間存続することを基本としつつ、学術研究の動向に対応し、大学における学術研究の発展に資するものとなっているか等を定期

的に検証する体制を整備し、この検証結果に基づき、再編・統合等を含め、当該大学共同利用機関の在り方を検討することが必要である。

○検証の周期については，中期目標期間（６年間）とし，以下のプロセスで検証を実施するものとする。

②大学共同利用機関法人の中期目標期間の最後の年度の前々年度終了後に、各大学共同利用機関及び各大学共同利用機関法人において、①のガイドラインに基づき、

海外の研究機関に属する研究者からの意見を聴き、自己検証を実施する。

③②の自己検証の結果を踏まえ、科学技術・学術審議会において、同審議会に置かれる関係の分科会、部会における審議等を踏まえつつ、検証を実施する。
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大学共同利用機関検証ガイドライン【概要】（令和２.３研究環境基盤部会）

• 審議のまとめに基づき策定した「大学共同利用機関が備えるべき要件」を踏まえ、検証の観点，参照すべき指標等を示すものとして策定。

【検証の主体別構成】

審議のまとめを踏まえ、検証は各大学共同利用機関を設置する大学共同利用機関法人の支援のもと大学共同利用機関が行う「自己検証」と、これに基づき科学技術・

学術審議会が実施する「外部検証」により行う。

【検証の基準】

備えるべき要件については、「主な観点」及びこれらの観点ごとの「指標例」を基本とする。ただし、具体的な検証にあたっては、以下の３点について留意することとする。

・主な観点は、審議のまとめの関連する記述が含まれるように設定する。なお、観点ごとの重み付け、優先順位については、各大学共同利用機関ごとに判断することと

する。

・指標例については、各大学共同利用機関の特性に応じつつ、客観的に検証できるよう、大学共同利用機関の目的とする研究分野や機能の違いに配慮し、各大学共同

利用機関の判断で独自の指標・ベンチ マークを設定することも可能とする。

・各大学共同利用機関が検証を実施する際には、これまでの業績に対する検証に加えて、今後の目指すべき方向性についても分析する。

【検証の時期等】

○周期は、審議のまとめに基づき、大学共同利用機関法人の中期目標 期間に合わせて６年間ごとに実施する。

○検証の時期については、検証の結果が確実に実現されるよう、直後の中期目標期間の開始に向けたスケジュールと調整する。なお、 大学共同利用機関法人の４年目終

了時の評価の時期を避けるなど、負担の軽減にも配慮する。

【検証結果報告書等】

○各大学共同利用機関において、「自己検証結果報告書」を作成し、文部科学省に提出する。

○大学共同利用機関等における関係データの収集、書類の作成等に係る負担の軽減にも配慮するため、大学共同利用機関法人の４年目の終了時評価や各大学共同利

用機関法人における共同利用・共同研究等の実績を示す既存のデータを可能な限り活用する。

【検証の実施】

○検証の実施にあたっては、備えるべき要件の各項目ごとに、過去及び将来の観点や取組の結果のみならずプロセスの観点から分析した上で、 当該大学共同利用機関

の今後期待する事項、解決すべき課題等を提示する。その上で 必要があれば、他機関等も視野に入れた再編・統合等を含む今後の体制強化の在り方等について総括

をする。

○ なお、本検証の透明性・正確性を確保するため、検証の結果の決定に先立ち、大学共同利用機関の意見申し立ての機会を付与する.

主な内容
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検証における主な観点と指標例(前回）【抄】
(大学共同利用機関検証ガイドラインに記載)

＜運営面＞
Ⅰ 開かれた運営体制の下、各研究分野における国内外の

研究者コミュニティの意見を踏まえて 運営されていること

＜研究資源＞
Ⅳ 最先端の大型装置や貴重な学術資料・データ等、個々の

大学では整備・運用が困難な卓越し た学術研究基盤を保
有・拡充し、これらを国内外の研究者コミュニティの視点から、
持続的 かつ発展的に共同利用・共同研究に供していること

【主な観点】 
◎ 共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、機

関の長が必要と認めるものについて、当該機関の長の諮問に
応じる会議体として、①当該機関の職員、②①以外の関連
研 究者及び①②以外でその他機関の長が必要と認める者の
委員で組織する運営委員会等を置 き、①の委員の数が全
委員の２分の１以下であること

◎ 上記の体制が、国内外の研究者コミュニティの意向を把握し、
適切に反映できる人数・構 成となっていること

◎ 研究活動における不正行為及び研究費の不正使用への対
応に関する体制が整備される等、 適切なコンプライアンスが確
保されるための体制が実施されていること

◎ 共同利用・共同研究の課題等を広く国内外の関連研究者
から募集し、関連研究者その他の当該機関の職員 以外の者
の委員の数が全委員の数の２分の１以上である組織の議を
経て採択が行われていること

［指標例］
・ 当該機関の長の諮問に応じる会議体の外部構成員の数・

全委員に占める割合、開催実績
・ 関連する学術コミュニティの要請を実現する所内組織の具体

的整備状況
・ 研究活動における不正行為等への対応等適切なコンプライ

アンス確保に向けた必要な体 制の整備状況

【主な観点】
◎ 共同利用及び共同研究のために保有している施設、設備、

学術資料、データベース等の研 究資源が、仕様、稼働状況、
利用状況等に鑑み、当該研究分野における国際的な水準に
照らして、卓越したものと認められること

◎ 施設、設備、学術資料、データベース等の研究資源を保有し、
学術研究基盤として外国人 研究者を含め、共同利用・共同
研究に活発に利用されていること

○ 国内外の大学（共同利用・共同研究拠点を含む。）や研
究機関等と連携してネットワークを形成し、施 設、設備、学術
資料、データベース等の研究資源の整備や共同運用に取り組
んでいること

○ 共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対する支援業
務に従事する専任職員（教員、技 術職員、事務職員等）
が十分に配置されていること

［指標例］
・ 保有している施設、設備、学術資料、データベース等の研究

資源による共同利用・共同 研究の状況（当該機関に属さ
ない関連研究者による利用回数 等）

・ 他の大学（共同利用・共同研究拠点を含む。）や研究機
関等との連携による施設、設備、学術 資料、データベース
等の研究資源の整備や共同運用の状況

・ 共同利用・共同研究支援体制の整備状況（教員、技術
職員、事務職員等の配置、研究の場の提供 等）

※ 
◎は自己検証の際に必ず設定
する観点を示す。
○は、自己検証の際に少なくと
も 1 つ選択する観点を示す。

※
各機関の判断で、「指標例」の
指標に加え独自の指標やベン
チマークを設定することも可能。

※ 
自己評価では、上記における
主な観点に基づく検証に加えて、
課題も含めて今後の目指すべ
き方向性についても分析する。
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（参考）前回検証時の「自己検証結果報告書」
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※参考イメージとして、高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所作成のものから一部抜粋（全体は30ページ程度）

自
己
検
証



7

（参考）前回検証時の外部検証様式 ※４ページ程度の記述

外
部
検
証



◆ すべての大学共同利用機関について、自己検証のとおり大学共同利用機関として備えるべき要件に照らして十分な活動を行っていると認められる。
（※なお、大学共同利用機関ではない高エネルギー加速器研究機構加速器研究施設・共通基盤研究施設について、大学共同利用機関の研究活動の基盤を支えていることを確認）

◆ 全体として、各分野の中核的な研究拠点として研究資源の維持・発展に努め、共同利用・共同研究の発展に貢献しており、研究資源のデジタル化や異
分野融合・新分野の創出に向けた取組も積極的に行われている。
このほか、学術的・社会的動向に対応した組織の改編等について多くの機関で行われている。

◆ 他方で、研究者コミュニティ等に対するより開かれた運営、国際的な研究動向の更なる反映、産業界との連携や社会への還元、研究の発展や研究資源
の共有等の観点からの他の機関・大学等との連携強化等については、なお一層の取組が必要である。
また、研究費の不正使用等が発生している機関に対しては、再発防止策を含めたコンプライアンス確保の取組について、改善を要する点として指摘している。

大学共同利用機関の外部検証結果について（概要）

（１）大学共同利用機関の在り方について
・ 国内外の学術的・社会的な動向を踏まえた研究活動の充実及び共同利用・共同研究機能の強化、異分野融合・新分野創出の推進
・ 各研究分野の中核的な研究拠点として発展し続ける基盤としての、年齢・性別・国籍等、研究者の多様性の向上
・ 国内外の研究者コミュニティの意見の反映のための、運営組織における多様性の向上や一層開かれた運営の推進
・ 優れた研究環境を生かした若手研究者の育成、総合研究大学院大学との連携・連携大学院制度の活用等による大学院教育への貢献
・ 各機関の長のリーダーシップの一層の強化とともに、限られた財源・人員下での研究資源の共有、効率的・効果的な運営のため、法人のリーダーシップによ

る法人内の各機関の連携や、大学・研究開発法人等との組織的連携の強化
・ 異分野融合・新分野の創出等による研究力強化、人材育成の充実、運営の効率化等のための、法人の枠を超えた連携の推進(「連合体」の取組を含む)

（２）検証の実施の在り方について
・ 各機関や分野の特性を踏まえつつ、自らの強み・特色と課題を可視化し、研究者コミュニティのみならず社会からの理解を得るための指標の設定及び結果

の提示（人文・社会科学分野への考慮、データの整理の在り方を含む）
・ 関連分野の国際的な研究機関とのベンチマーク
・ 各法人の実態を踏まえつつ、各大学共同利用機関及び関連する法人内の研究組織等を含めた検証対象の整理
・ 国立大学法人等の第４期中期目標期間における評価の在り方の見直しを踏まえ、法人評価と検証との関係性の整理

検証結果（全体）

今後の課題（例）

令和３年１月 研究環境基盤部会
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１ 次期検証の方向性について

→審議まとめにおいて、「中期目標期間の２期分に相当する12年間存続することを基本としつつ
（中略）検証結果に基づき、再編・統合等を含め、当該大学共同利用機関の在り方を検討すること
が必要である。」とされていること等を踏まえ、前回の検証との継続性を一定確保するためにも、
前回のガイドラインを基本とし、各機関や本部会の意見等を踏まえ一定の改訂を行うこととして
はどうか。

２ 検証の基準について

→１を踏まえ、「主な観点」「指標例」は前回を基本とし、各機関や本部会の意見等を踏まえ改訂を行
うこととしてはどうか。 その場合、 「主な観点」「指標例」について、改訂すべき点はあるか。

３ 検証のスケジュールについて

→各機関や本部会の意見等も踏まえ、〆切は前回同様、令和８年度８月末としつつ、自己検証を行
う時間を十分に確保するため、令和７年度内には自己検証を開始できるように進めてはどうか。

今回、御意見いただきたい事項等
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５ 検証結果について

→検証結果を踏まえ、研究環境基盤部会において、大学共同利用機関の機能強化や在り方の検

討を行うとともに、令和１０年からの第５期中期目標期間における、組織及び業務の全般にわ
たる検討に反映。

10

４ 検証の体制について

→前回のように研究環境基盤部会の下に、新たにワーキング・グループ等（以下「WG」という。）を
設置し外部検証を実施してはどうか。なお、前回行っていた専門家への外部意見聴取について
は、今般は、ワーキング・グループ等に専門性や分野融合等に配慮し、所要の有識者を加える等
することで担保することとしてはどうか。

研究環境基盤部会

検証WG（仮称）

・ガイドラインの検討・策定
・外部検証結果の審議・決定
・外部検証結果を踏まえた大学共同利用機関の機能強化に関する検討

・各機関の自己検証結果に対する外部検証の実施
・外部検証結果案の検討・とりまとめ



R７年度 R８年度

大学
共同
利用
機関

研究
環境
基盤
部会

作業
部会
(仮)

自
己
検
証
結
果
の
提
出

各委員において外部
検証所見の作成

外部検証結果案の
検討

外
部
検
証
結
果
案
の

審
議
・
公
表

外
部
検
証
結
果
へ
の

意
見
申
し
立
て

12月～1月

11月～12月

自己検証の実施

2月頃～8月

論
点
・
進
め
方
の
議
論

10/2

9月～10月

8/31

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
素
案
、

Ｗ
Ｇ
の
構
成
案

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、

外
部
検
証
実
施
要
領
の

決
定

10/24 12月

Ｗ
Ｇ
（
仮
）
の
設
置

大
学
共
同
利
用
機
関
の

機
能
強
化
に
つ
い
て

と
り
ま
と
め

2月

（参考）今期検証のスケジュール（イメージ）
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